
０６．１０．１６【資料Ⅰ】税制「改正」の影響 ６５才年金者夫婦の場合２６０万
道生連佐藤試算

＊妻は収入０として計算（札幌版） ０５年（Ｈ１７）０５年度 ０６年（Ｈ１８）０６年度 ０７年（Ｈ１９）０７年度 ０８年（Ｈ２０）０８年度

＊社会保険料 は実額で計算所得税 住民税 所得税 住民税 所得税 住民税 所得税 住民税

収 入 ２６０万 ２６０万 ２６０万 ２６０万 ２６０万 ２６０万 ２６０万 ２６０万所得

＊住民税均等割は、０５年分から妻の非課税公的年金等控除 １４０万１２０万 １２０万 １２０万 １２０万 １２０万 １２０万 １２０万

以下の収入（所得額）の人です。所 得 １４０万 １２０万 １４０万 １４０万 １４０万 １４０万 １４０万 １４０万 措置が廃止された

１級地 収入１００万円（所得３５万円）基礎控除 ３８万 ３３万 ３８万 ３３万 ３８万 ３３万 ３８万 ３３万

２級地 収入９６．５万円（所得３１．５万円）所 配偶者控除 ３８万 ３３万 ３８万 ３３万 ３８万 ３３万 ３８万 ３３万

３級地 収入９３万円（所得２８万円）得 配偶者特別控除 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０廃止

＊級地は生活保護の級地です。控 老年者控除 ４８万 ０ ０ ０廃止 廃止 ０ ０

０５年度は２．０００円 ０６年度は４．０００円除 国保 ９９．４４０ ９９．４４０ ９９．６８０ ９９．６８０ ２３２．５９０円 ２３２．５９０円 ２２０．８２０円 ２２０．８２０円

介護夫 ３４．１１０ ３４．１１０ ３４．１１０ ３４．１１０ ６３，０７０円 ６３，０７０円 ６３，０７０円 ６３，０７０円

＊所得１２５万円までの住民税非課税措置は、介護妻 ３４．１１０ ３４．１１０ ３４．１１０ ３４．１１０ ５０，４５６円 ５０，４５６円 ５０，４５６円 ５０，４５６円

老年者のみ廃止。 ただし税額で３年の経過措置。所得控除合計 ９２７．６６０ １．３０７．６６０ ９２７．９００ ８２７．９００ １．１０６．１１６ １．００６．１１６ １．０９４．３４６ ９９４．３４６

０６年所得割額の１／３＋均等割の１／３（１３００円）課税 ４７２．０００ ０ ４７２．０００ ５７２．０００ ２９３．０００ ３９３．０００ ３０５．０００ ４０５．０００

０７年所得割額の２／３＋均等割の２／３（２６００円）所得 a a a a a

０８年所得割額の３／３＋均等割の３／３（４０００円）税額 所得税 ４７．２００円 ４７．２００円 １４，６５０円 １５．２５０円b ×４％ ×４％

道民税所得割×２％ ０ １１．４００円 １５．７２０円 １６．２００円

×６％ ×６％

０７年度から廃止市民税所得割×３％ ０ １７．１００円 ２３．５８０円 ２４．３００円 ＊定率減税は０６年度から半減。

道民税均等割 所得１２５万ま ３００円 ６００円 １，０００円

→所得税１０％（１２．５万円限度） １月徴収分から市民税均等割 で非課税 １．０００円 ２．０００円 ３．０００円

４７．２００円 ４７．２００円 ２９．８００円 １４，６５０円 ４１．９００円 １５．２５０円 円合計額 ０ ４４．５００

→住民税７．５％（２万円限度） ６月徴収分から定率 所得税額×２０％ （２０％） （１０％） （７．５％）（１５％）

減税 ０ ０か２５万円限度 ９４４０円 ０ ４７２０円 ２．３００円 廃止 廃止

１００円未満切り捨て １００円未満切り上げ住民税額×１５％ c a b c千円未満切り捨て

＊住民税所得割税率の一律１０％フラット化へか４万円限度

現在５％．１０％．１３％を一律１０％に納税額 ０３７．７６０円 ４２．４８０円 ２７．５００円 １４，６５０円 ４１．９００円 １５．２５０円 円４４．５００

所得割 ０ １５５，１５０円 １５５，１５０円 １５５，１５０円国保料 所得－３３×１４．５％ 所得－３３×１４．５％ 所得－３３×１４．５％

＊０７年度は、社会保険料控除が高額になったために介護料 合 計 ９９．６８０円 ２３２．５９０円 ２３２．５９０円 ２３２．５９０円

一時的に税額が減ったが、０８年度は増額となる。３段階 夫３４．１１０円 ５段階 夫６３，０７０円 ５段階 夫６３，０７０円 ５段階 夫６３，０７０円

＊国保料率は変わらないものとして試算していますが、３段階 妻３４．１１０円 ４段階 妻５０，４５６円 ４段階 妻５０，４５６円 ４段階 妻５０，４５６円

０８年度後期高齢者医療制度が新設される予定租税公課合計 ２０５．６６０円 ４１６．０９６円 ４０２．６６６円 ４０５．８６６円

負担率 なので変更があります。年収に対する比率 ７．９％ １６．０％ １５．４％ １５．６％


